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非常勤講師も加入できる厚生年金制度に

衆議院議長　　河野洋平　殿
参議院議長　　江田五月　殿

請願趣旨

請願項目

＜取り扱い団体＞
東海圏大学非常勤講師組合　〒467-8501　名古屋市瑞穂区瑞穂町字山の畑１　名古屋市立大学人文社会学部　菊地夏野研究室気付
首都圏大学非常勤講師組合　〒170-0005　豊島区南大塚２-33-10　東京労働会館5階 東京公務公共一般労働組合内
関西圏大学非常勤講師組合　〒542-0012　大阪市中央区谷町７丁目１-139-102　大阪私大教連気付
大学等非常勤講師ユニオン沖縄　〒902-0072　沖縄県那覇市真地277-12-407　平井真人宅気付
全国一般労働組合東京南部大学教員支部（UTU）　〒105-0004　港区新橋５-17-７　全国一般労働組合気付
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非常勤講師も人間です。労働者です。

労働組合に加入すると
［１］ひとりぼっちではありません
　働くうえでの日頃の悩みも共有・交流で
きます。

［２］教え方などを交流できます
　もっといい授業を、と思っても、なかな
か他の先生方の教え方を学ぶ機会が少ない
のが現状です。「わかりやすい授業を」、そ

の期待に応える活動も強化しています。

［３］納得いかない労働条件の改善
　……大学側と交渉して、改善させること
ができます。
加入方法：上記メールアドレスまで、お気
軽にご連絡ください。加入するしないにか
かわらず、各種相談だけでも歓迎します。

　非常勤講師組合は、以下のことをめざす組
合です。

　非常勤講師の賃金は、日給２万5000円、週
６コマ年収180 万円、８コマで最低240 万円
です。こんな収入ではまともに生活したり研
究したりすることは不可能です。

　私学の多くは、現在月給制になっていま
す。ところが、旧国立大学は、出講するごと
に賃金が発生するしくみです。したがって、
夏休みや春休みの時期は、収入がなくなって
しまいます。国立大学も、「独立行政法人」に
なって、先生方にも、民間の労働法が適用さ
れています。この際、賃金の支払いも、私学
の基準にあわせることを求めます。

　非常勤講師も研究者であり、教育者です。通
常の大学の教員や、通常の労働者と同様に毎
日働いています。ところが現在、大学の非常
勤講師は、厚生年金の加入対象から、行政解
釈上において外されています。これでは老後
が不安です。同じ労働者として、均等な条件
を求めるものです。

　仕事を探す――そのことだけでも非常にた
いへんです。せめて公募をかけていただき、
さらにその採用基準を公正なものにすべきで
はないでしょうか。



不開講は「やむを得な
い事情」なく不可能

交付させよう
労働契約書

働いた時間に応じた
均等処遇を

３月１日、労働契約法実施、パートタイム労働法改正

　労働契約法と改正パートタイム労働法が実施されました。この改正は、適切に運用すれば、大
学非常勤講師の労働条件を保護する性格をもつものでもあります。読者のみなさんが、この記
事を読んで、それぞれの職場の実態を評価していただければと思います。
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　いつも４月になると不安になるのが、「私の授
業、ちゃんと学生さんが登録してくれるのか」と
いうこと。最近、労働契約書を交わす大学が増え
ています。ところがその際に、わざわざ、受講生
がいなかったり何人以下の場合は不開講にする
こと、その場合は１ヵ月分の手当を支給すると
いう規定が置かれることがあります。
　しかし、明文の規定は、「やむを得ない事由が
ある場合でなければ、その契約期間が満了する
までの間において、労働者を解雇することがで
きない」です。また民法628条では、直ちに契約
の解除をした場合には、「その事由が当事者の一
方の過失によって生じたものであるときは、相
手方に対して損害賠償の責任を負う」とされて
います。その解釈は、契約期間分において支給さ
れるはずであった全額です。それを１ヵ月分に
値切ることなど、許されません。

こんな不開講規定、問題です

　労働契約書は交わされましたか？　とくに旧
国公立大学の場合、「辞令」なる形式の、わずか
数行の文書が渡されることが多いのではないで
しょうか。これは、公務員時代においてなされて
いた、いわゆる公法上の任用行為であり、その法
的性質は、公権力が法律に基づいて、双方の個別
の交渉や合意によることなく、一方的に私人の
権利義務関係を確定する行政行為であって、労
働契約とは性質が異なるものです。
　これに対して契約とは、交渉を通じて契約当
事者が対等の立場で合意にいたる行為およびそ
の文書をさします。
　また、契約書である場合、労働基準法施行規則

（厚生労働省令）により、「労働者に対して明示
しなければならない労働条件」が明示され、使
用者はこれを遵守しなければなりません。たと
えば、労働災害についての規定を欠く労働契約
は、この施行規則に照らして、違法であると評
価されます。また、そもそも労働契約とは、双
方当事者の権利・義務を規定するものです。労
働者の権利を明らかにせず、一方的に労働者へ
の義務付けのみを強調するような契約書は、不
当です。また、「乙は、故意または過失により甲
に損害を与えた場合は、その賠償の責を負う」な
どのように、あらかじめ賠償を予定するような
内容を盛り込むことがあるようですが、労基法
16 条（賠償予定の禁止）の趣旨に反します。
 なお、労働基準法施行規則が使用者に命じた労
働条件の内容は、以下のとおりです。

【解説】

　同時に改正されたパートタイム労働法は、通
常の労働者と同視すべきパートタイム労働者に
対して、賃金その他すべての労働条件に関する
待遇についての差別的取扱いを禁止しています
（８条１項）。その判断基準は、「職務内容」「労働
者が事業主に雇用されている間にどのような職
務経験を積むことになっているのか」「期間の定
めがある場合でも反復更新によって実質的に無
期雇用となっているのかどうか」などを勘案す
るものとされています。なお、この改正は、同一
価値労働同一賃金の原則を採用したものとまで
は解されていません。
　さらに、改正前は指針上の努力義務であった
「通常の労働者への転換を推進するための措置を
講じる」義務が規定されました（１２条）。
　この法律の最大限利用が求められます。


